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○吹田市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則 

平成28年３月31日規則第45号 

改正 

平成30年３月14日規則第２号 

令和５年８月１日規則第50号 

吹田市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、スポーツ施設の使用の促進及び使用許可申請等の利便性の向上を図るため、

スポーツ施設情報システム（スポーツ施設に関する情報提供、使用許可等の事務を処理する電子

計算組織をいう。以下「システム」という。）の利用者の登録その他システムの利用に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（スポーツ施設の範囲） 

第２条 次に掲げる場合には、システムにより使用の許可を申請し、及び許可を受けることができ

る。 

(１) スポーツグラウンドの施設を専用使用しようとする場合 

(２) 市民体育館の施設（片山市民体育館の第２体育室、北千里市民体育館の第３体育室、山田

市民体育館の第３体育室、南吹田市民体育館の第４体育室及び目俵市民体育館の第３体育室を

除く。）を専用使用しようとする場合 

(３) 武道館の施設（弓道場を除く。）を専用使用しようとする場合 

(４) 総合運動場のフィールドを専用使用しようとする場合 

（登録資格） 

第３条 システムを利用しようとする者は、システムの利用者として登録を受けなければならない。 

２ システムの利用者として登録を受けることができる者は、個人にあっては15歳以上の者（中学

生を除く。以下この項において同じ。）とし、団体にあっては６人以上の者で構成される団体で

その代表者が15歳以上の者であるものとする。 

（登録の申請） 

第４条 システムの利用者として登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用登録

申請書兼口座振替納入承認申請書を市長に提出しなければならない。 

(１) 申請者（団体にあっては、その代表者）の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号並び

に市内在勤在学者（住所が市外にあり、勤務先又は就学する学校等（以下「勤務先等」という。）
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の所在地が市内にある者をいう。以下同じ。）にあっては、勤務先等の名称及び所在地 

(２) 団体にあっては、団体の名称 

(３) 主な使用施設 

(４) 使用料を納付する預金口座 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 市内在勤在学者にあっては、勤務先等の所在地を明らかにする書類 

(２) 団体にあっては、団体の構成員の氏名、年齢及び住所（市内在勤在学者については、勤務

先等の名称及び所在地）を記載した名簿 

(３) 申請者（団体にあっては、その代表者）の写真 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（登録） 

第５条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

システムの利用者として登録し、利用登録カード（以下「登録カード」という。）を申請者に交

付するものとする。 

２ 市長は、団体をシステムの利用者として登録するときは、別に定めるところにより、その所在

地の認定を行うものとする。 

（登録の変更） 

第６条 システムの利用者として登録を受けた者（以下「登録者」という。）は、利用者の登録（以

下「登録」という。）の内容に変更があったときは、直ちに利用登録変更届を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の届出書には、第４条第２項各号（第３号を除く。）に掲げる書類のうち、その内容に変

更があったものを添付しなければならない。 

３ 市長は、前２項の届出書等の提出があったときは、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

ただし、登録住所（個人の住所若しくは勤務先等の所在地のうち使用料の算定の基礎となるもの

又は団体の所在地として登録した住所等をいう。以下同じ。）を市内から市外に変更する場合の

登録住所の変更は、登録の更新の際に行うものとする。 

（登録の廃止等） 

第７条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、システムにより届け出なければならない。た

だし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用登録廃止届の提出により行うことが

できる。 
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２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を廃止することができる。 

(１) 個人である登録者が死亡したとき。 

(２) 団体である登録者が解散したとき。 

(３) 登録者が第３条第２項に規定する登録資格を満たさなくなったとき。 

(４) 登録者がシステム又は登録カードを不正に利用したとき。 

(５) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。 

３ 市長は、団体である登録者が第３条第２項に規定する登録資格を満たさなくなったときは、当

該登録資格を満たすこととなるまでの間、当該登録者のシステムの利用を停止することができる。 

（登録期間及び更新） 

第８条 登録の期間は、３年とする。 

２ 市長は、登録者から登録の期間が満了する日の１月前までに登録の廃止の届出がなく、かつ、

市長が適当と認めるときは、３年間登録の期間を更新するものとする。 

３ 市内在勤在学者又は団体である登録者は、登録の期間が満了する日の属する月の前月の20日ま

でに、第４条第２項第１号又は第２号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、市内在勤在学者又は団体である登録者が前項の書類を提出しないときは、当該書類の

提出があるまでの間、当該登録者のシステムの利用を停止するものとする。 

（施設の使用の申請等） 

第９条 登録者は、システムにより施設の使用許可を受けようとするときは、別に定められた期間

内に、システムにより申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の許可の申請があったときは、別に定めるところにより使用の許可について決定

し、システムにより申請者に通知するものとする。 

３ システムにより施設の使用許可を受けた者は、当該施設を使用するときは、登録カードを携帯

し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（使用料の納付） 

第10条 登録者は、システムにより使用許可を受けた施設の使用料を口座振替の方法により後納す

ることができる。 

２ システムにより使用許可を受けた施設の使用料は、登録住所を施設の使用者の住所又は勤務先

等の所在地とみなして算定する。 

（不正利用等に対する措置） 

第11条 市長は、登録者が第７条第２項第４号若しくは第５号に規定する行為をし、又はスポーツ
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施設の管理に係る条例若しくは規則の規定に違反したときは、別に定める基準により、当該登録

者のシステムの利用を停止することができる。 

（登録カードの譲渡等の禁止） 

第12条 登録カードは、譲渡し、又は貸与してはならない。 

（紛失等による登録カードの再交付） 

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、登録カードの再交付を受けよう

とするときは、その理由を記載した利用登録カード再交付申請書を市長に提出しなければならな

い。 

(１) 破損、汚損等により登録カードを使用することができなくなったとき。 

(２) 登録カードを紛失し、又は盗み取られたとき。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録

カードを再交付するものとする。 

（実費の徴収） 

第14条 登録者は、次の各号に掲げるときは、登録カードの作成等に要する費用として、当該各号

に定める額を口座振替の方法により支払わなければならない。ただし、市長が必要があると認め

るときは、他の方法により支払うことができる。 

(１) 登録を受けるとき 500円 

(２) 登録の更新を受けるとき 300円 

(３) 登録カードの再交付を受けるとき 200円 

（申請書等の様式） 

第15条 この規則に規定する申請書等の様式は、都市魅力部長が定める。 

（委任） 

第16条 この規則に定めるもののほか、システムの利用に関し必要な事項は、都市魅力部長が定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に吹田市スポーツ推進委員規則等を廃止する規則（平成28年吹田市教育

委員会規則第11号）による廃止前の吹田市教育委員会スポーツ施設情報システムの利用に関する
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規則（平成19年吹田市教育委員会規則第４号）の規定によりなされた登録、手続その他の行為は、

この規則の相当規定によりなされた登録、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成30年３月14日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成30年４月１日から同月30日までの期間に係る中の島スポーツグラウンドの多目的グラウン

ドの専用使用の許可は、同月１日から申請を受け付けた順序により行う。 

附 則（令和５年８月１日規則第50号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


